
川崎市アピアランスケア助成金交付事業 Q＆A 

申請の流れ 

１ 申請方法を教えてください。 電子申請（オンライン手続かわさき）または郵送申請にて受付け

します。 

※郵送の場合、受理日は書類に不足なく、担当部署へ到着した日

付です。余裕をもって申請してください。 

※区役所では受付できません。 

２ 申請後の流れを教えてください。 申請受理後、助成の可否を審査します。審査後は申請者へ結果を

通知し、交付の方には、指定口座へ助成金を振込みます。受付か

ら振込まで 1~2 ヶ月程の時間を要します。 

 

助成対象者（補整具を必要とする本人）・申請者について 

１ 市内在住ですが、住民登録は市外

です。申請できますか？ 

申請できません。 

助成対象者が川崎市に住民登録がない場合、対象外です。 

２ 申請日時点では市内に住民登録が

ありますが、購入時点は市外に在

住でした。申請できますか？ 

申請できます。 

申請日時点で川崎市に住民登録があれば申請できます。 

３ 以前、他自治体で同様の助成を受

けました。申請できますか？ 

申請できません。 

他自治体で同様の助成を受けた場合、本事業は対象外です。 

４ 申請者とは誰ですか？ 18 歳以上の場合は、原則として助成対象者本人です。 

５ 助成対象者が 18 歳未満の場合、誰

が申請すれば良いですか？ 

保護者が申請者となります。 

交付申請書の申請者欄に記載してください。 

６ 助成対象者がやむを得ない事情に

より申請できない場合、どうすれ

ば良いですか？ 

代理人が申請できます。 

交付申請書の申請者欄に、代理人の氏名等を記載してください。 

７ 助成対象者が補整具を購入（レン

タル）後に亡くなりました。後か

ら申請はできますか？ 

助成対象者が亡くなった後は、対象外です。 

８ がん患者の場合、どのような方が

助成対象者となりますか？ 

がんの治療に伴う脱毛や身体の欠損等、外見の変化を補うために

補整具の購入・レンタルをした方で、現在治療中又は過去に治療

を受けたことがある方です。 

９ がん以外の患者の場合、どのよう

な方が助成対象者となりますか？ 

 

健康保険の保険給付の対象となる傷病の治療、先天的または事故

等の外傷に伴う脱毛や身体の欠損等の外見変化を補うために補

整具の購入・レンタルをした方です。 

例）難病で抗がん剤治療を必要とした方、円形脱毛症、抜毛症、

代謝疾患、先天性疾患等 

※障害福祉制度等他制度で助成対象になる場合、対象外です。 

※加齢に伴う脱毛は本事業の対象外です。 

10 所得制限はありますか？ ありません。 



助成対象品目（ウィッグ）について 

１ ウィッグの区分で、対象となる品

目は何ですか？ 

ウィッグ（皮膚を保護するネットも含む）、毛付き帽子です。 

※ウィッグは医療用であるか否かは問いません。 

※ネットの申請はウィッグとあわせて申請する場合に限ります。 

２ ウィッグの区分内の対象品目を複

数個購入した場合、全て助成対象

になりますか？ 

組み合わせできる対象品目が異なります。 

ウィッグ、毛付き帽子はどちらか１台のみを助成します。 

ウィッグ又は毛付き帽子と組み合わせて申請するネットについ

ては、複数個購入した分も助成対象となります。 

例）ウィッグ 1 台と毛付き帽子 1 台の申請⇒× 

  ウィッグ又は毛付き帽子 1 台とネット 3 個の申請⇒○ 

（合計額か上限額のうち、低い方の金額を助成） 

  ネット 3 個の申請⇒×（ネット単独での申請は不可）  

３ 一般的な帽子やバンダナ、手製し

た際の材料費は対象ですか？ 

対象となりません。 

４ ウィッグを購入・レンタルした際

のサイズ調整やカット代、セット

代の費用は対象となりますか？ 

 

オプション等、ウィッグ本体と別で費用がかかるものは対象外で

す。領収書にその金額が含まれている場合は、当該額を除いた金

額が分かるように資料を追加して申請してください。 

カット代が元の本体代に含まれていれば、そのままウィッグの購

入・レンタル代金として助成対象となります。 

５ 付属するブラシ、クリーナー、リ

ンス等のケア用品は対象ですか？ 

対象となりません。 

 

６ 毛付き帽子はどのような商品が対

象ですか？ 

帽子とウィッグが一体となっている商品が助成対象です。 

髪付き帽子、医療用帽子等の名称で販売されている商品でも、ウ

ィッグとは別売りのもの、毛が付いていないものは助成対象外で

す。 

７ ネットと見なされる商品を教えて

ください。 

装着時に皮膚を保護するもので、ウィッグと組み合わせて使用す

るものです。ネットの他、インナーキャップ、アンダーキャップ

等の名称も対象です。 

 

助成対象品目（胸部補整具・エピテーゼ） 

１ 胸部補整具・エピテーゼの区分で、

対象となる品目は何ですか？ 

補整下着（ケア用品として専門的に販売されているものに限

る。）、下着とともに使用する補整パッド（シリコン製を含む。）、

人工乳房（乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除

き、直接肌に張り付けて使用するものに限る。）、人工乳頭、その

他身体の欠損等を補うために体表に取り付ける人工物が助成対

象となります。 

２ 胸部補整具・エピテーゼの区分内

の対象品目を複数個購入した場

合、全て助成対象になりますか？ 

組み合わせできる対象品目が異なります。 

補整下着及び補整パッドは複数個が助成対象となりますが、エピ

テーゼ（人工乳房等）は 1 台のみが助成対象です。 

例）エピテーゼ 2 台の申請⇒× 



  エピテーゼ 1台と補整下着 2着の申請⇒○ 

（合計額か上限額のうち、低い方の金額を助成） 

  補整下着３着と補整パッド 3 個の申請⇒○ 

（合計額か上限額のうち、低い方の金額を助成） 

３ 衣料品店で購入したカップ付きイ

ンナーは補整下着として対象にな

りますか？ 

対象となりません。ケア用品として専門店で販売されている商品

に限ります。一般的に誰でも着衣する下着やカップ付きインナ

ー、授乳用下着は対象外です。 

４ 脱着に必要な接着剤や剝離剤は対

象となりますか？ 

対象となりません。 

５ 人工乳房と補整下着を購入した場

合、まとめて申請できますか？ 

申請できます。30,000 円の上限額内において助成の対象となり

ます。 

６ 乳房再建手術を受けた手術費用は

助成対象になりますか？ 

対象となりません。 

７ 入浴着は対象となりますか？ 対象となります。傷跡のカバーを目的として製造された専用の物

に限ります。 

８ ブレストバンド（インプラントを

正しい位置に固定するためのバン

ド）や胸部固定帯は対象となりま

すか？ 

対象になりません。 

 

助成対象品目について（共通） 

１ いつ購入・レンタルした補整具が 

助成対象となりますか？ 

令和７年４月１日以降に購入・レンタル開始した分から助成対象

となります。 

例１）～令和７年３月３１日以前に購入・レンタルした場合 

⇒対象外 

例２）令和７年１月１日からレンタル開始した場合 

  ⇒令和７年４月１日以降に支払った分も含め、対象外 

例３）令和７年４月１日以降にレンタル開始した場合 

  ⇒申請日から遡り、1 年以内に支払った額が助成対象 

※詳細は担当部署へお問い合わせください。 

２ 購入の場合、申請の期限はいつま

でですか？ 

購入した日から起算して 1 年以内に申請してください。 

例）令和７年４月１日に購入の場合、 

⇒令和７年４月１日～令和８年３月３１日までが申請期間 

３ 1 年以上前の治療に起因した脱毛

（身体の欠損）により、2 ヶ月前に

補整具を購入（レンタル）した場

合、申請はできますか？ 

申請できます。 

治療や手術の時期に制限は設けていません。必要な書類を揃え、

対象となる補整具の購入（レンタル）日から 1 年以内であれば申

請は可能です。 

４ 一度助成を受けた後、再発・別の

部位の罹患により治療を受けてい

ます。再度申請はできますか。 

対象者 1 人あたり、1 区分 1 回までの申請です。 

例）1 回目ウィッグ、2 回目ウィッグ⇒申請不可 

例）1 回目ウィッグ、2 回目胸部補整具⇒申請可 



５ 複数個まとめて購入（ウィッグ 1

台と頭部を保護するネット複数

個、補整下着を複数個等）しまし

た。 

まとめて申請は出来ますか。 

同一区分で複数個まとめて購入を認めている補整具は、上限額の

範囲内で組み合わせて申請できます。 

例）ウィッグ 20,000 円×1 台＋ネット 1,000 円×3 個 

 ⇒助成対象は 23,000 円 

  ウィッグ 28,000 円×1台＋ネット 1,000 円×4 個 

 ⇒助成対象は 30,000 円 

※複数組み合わせて購入の場合、合算しようとする分の最初の購

入・レンタルの日から起算して 1 年以内に申請してください。 

※ネット単独の申請はできません。 

６ ウィッグと胸部補整具をまとめて

申請することはできますか。 

同一のタイミングで申請できます。 

1 区分につき、申請書は１枚ずつ記入してください。 

電子申請の場合もフォームを分け、1 回ずつ申請してください。 

７ 補整下着と補整パッドを別に購入

し、先に購入分が 1 年を過ぎまし

た。まとめて申請できますか？ 

購入・レンタルの日から 1 年以内に申請してください。購入・レ

ンタルの日から 1 年を過ぎたものは対象となりません。 

８ 上限額内でウィッグまたはエピテ

ーゼを 2 台購入しました。まとめ

て申請は出来ますか。 

申請できません。 

ウィッグまたはエピテーゼは対象者１人あたり、1 区分１回、1

商品までが助成対象です。 

例）ウィッグ 15,000 円×2 台（計 30,000 円）購入 

 ⇒助成対象は 1台分の 15,000 円 

９ 前回の申請では区分ごとの上限額

に到達しなかったため、2 回目の

申請はできますか？ 

申請できません。 

1 回の申請で助成額が上限に達しない場合でも、同じ区分で２回

目の申請はできません。 

10 購入・レンタル時の消費税は対象

となりますか？ 

対象となります。消費税込みの金額で申請してください。 

11 購入・レンタルに伴う手数料及び

送料等は助成の対象になります

か？ 

対象となりません。 

12 ポイントやクーポンで支払った金

額は補助対象となりますか？ 

ポイント等を支払いに充当した場合、充当分については値引きと

同等とみなし、対象外となります。内訳がわかる明細を添付し、

交付申請書の助成対象経費の欄は差引いた額を記載してくださ

い。 

 

申請種類について 

１ 治療を証明する書類とは、どのよ

うな書類ですか？ 

がんとがん以外の傷病で、提出書類が異なります。 

○がんの場合 

治療方針計画書、治療同意書、手術同意書、診療明細書等のうち、

いずれか一つ 

※がんの治療に伴う脱毛、身体の欠損や形の変化が生じた又はそ

れらのおそれが見込まれることを証明できる書類  



○がん以外の傷病の場合 

川崎市アピアランスケア助成金交付事業に係る意見書 

※発行から３か月以内のもの 

２ 治療方針計画書、治療同意書等の

書類の日付が 1 年以上前です。証

明書類になりますか？ 

できます。証明書類の記載日は問いません。 

 

３ 過去にがん治療を受けましたが、

現在手元に証明できる書類があり

ません。どうすれば良いですか？ 

脱毛や身体の欠損、形の変化が生じるに至った治療を証明するい

ずれかの書類の提出が必要です。まずは治療した病院へご相談く

ださい。 

４ これから脱毛の副作用を伴う治療

を受ける予定です。脱毛に備えて

ウィッグを購入しますが、対象と

なりますか？ 

対象となります。脱毛の副作用を伴う治療を受けることが確認で

きる証明書類を用意の上、申請してください。 

５  クレジットカード決済で購入した

ため領収書がありません。どうす

れば良いですか？ 

領収書が発行されない場合は、領収書に代わる物として、購入内

容や支払いをしたことが分かる且つ必要事項（※の全て）が確認

できるものを組み合わせてご提出ください。 

※必要事項 

① 宛名（助成対象者の名前） 

② 購入又はレンタルの日付 

③ 金額の内訳 

④ 購入又はレンタルの品目の内訳（「医療用ウィッグ 1 台分○

円、ネット 1 点○円」等、領収書に記載の総額のうち、購入

した商品名、個数、金額の詳細） 

⑤ 領収書の発行者名称 

 

例）購入・レンタル内容が確認できる書類 

⇒購入・レンタルした用具が掲載されているパンフレット 

やカタログ等 

例）支払内容が確認できる書類 

⇒支払い完了メール、クレジットカード利用明細書等 

６ ネットオークションやフリマサイ

トで購入した場合、助成対象とな

りますか？ 

フリーマーケットや知人からの購入等、個人間での取引に伴う購

入品は助成対象となりません。 

７ 領収書や明細書の様式は決まって

いますか？ 

① 宛名（助成対象者の名前） 

② 購入又はレンタルの日付 

③ 金額の内訳 

④ 購入又はレンタルの品目の内訳（医療用ウィッグ 1台分○円、

ネット 1 点○円」等、領収書に記載の総額のうち、購入した

商品名、個数、金額の詳細） 

⑤ 領収書の発行者名称 



が分かれば様式は問いません。 

領収書・明細書で記載に不足があれば、必要事項が確認できるも

のを追加で提出してください。 

８ 領収書で上記必要な項目が確認で

きる場合、明細書等の提出は省略

できますか？ 

省略可能です。但し、商品名や購入金額等、詳細の確認が出来な

い場合、追加書類の提出が必要となるため、ご注意ください。 

例：ウィッグ代として 40,000 円⇒不可 

（セットで他の費用が含まれている場合が多々あり、それだけ

では内訳が判断できないため、どの商品がいくらか等がわか

るよう、カタログ等追加書類の提出をお願いしています） 

９ 領収書の宛名が助成対象者と異な

りますが、申請できますか？ 

申請できません。領収書の宛名は助成対象者（18 歳未満の場合、

保護者）である必要があります。 

10 治療の証明書類、領収書や明細書

の提出は、原本でなければいけま

せんか？ 

原本に限らず、コピーでも申請できます。 

原本を提出された場合、返却はしませんのでご注意ください。 

（更新日：令和８年３月１０日） 


